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［要約］ 

 

  本稿では、総務省郵政研究所が実施しているアンケート調査からの個票データを用いて、日

本（アメリカ）における遺産動機の重要度、性質および親子の行動に与える影響について吟味す

る。本稿の主な結論を述べると、日本では遺産動機は絶対的にもアメリカに比べても弱く、遺産

の大半は死亡時期の不確実性から来る意図せざる遺産であるか、老後における子の世話・介護や

子からの経済的援助に対する見返りである。また、日本では高齢者のかなりの割合は貯蓄を取り

崩しており、取り崩し率はライフ・サイクル・モデルとほぼ整合的であり、遺産の予定額は高齢

者の貯蓄の取り崩し率を引き下げる方向に働く。さらに、親の遺産動機・遺産の分配方法は子の

同居・介護・援助行動に影響し、親と同様、子も利己的であるようである。したがって、われわ

れの分析結果は、ライフ・サイクル・モデルの適合度が日本で極めて高く、その適合度がアメリ

カの場合よりも日本の場合のほうがはるかに高いことを示唆する。 
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はじめに 

 

人々は遺産動機を持っているのか。また、遺産動機を持っているとしたら、どのような遺産動機

を持っており、それが彼ら自身及び彼らの子の行動にどう影響するのか。これらの質問はいずれも

重要な質問であり、答えを示すことによって（１）現実にどの家計行動のモデルが成り立っている

のか、（２）減税政策が有効なのか否か、（３）資産格差がどの程度代々引き継がれるのかを明ら

かにすることができる。 

本稿では、総務省郵政研究所が実施しているアンケート調査からの個票データを用いて、日本（ア

メリカ）における遺産動機の重要度、性質および親子の行動に与える影響について吟味する。遺産

動機に関する先行研究はいくつかあるが、ほとんどの場合、遺産動機に関する直接的な情報がない

ため、何らかの代理変数を用いている。例えば、Hurd (1987) は健在な子の有無、Dekle (1990) は

健在な子の数を遺産動機の代理変数として用いている。幸い、本稿で用いている調査では、相続経

験・予定の有無、受け取った遺産の額、受け取る予定の遺産の額、遺産動機の有無・性質、遺産の

分配方法、遺産の予定額などについて直接聞いているので、代理変数を用いる必要はない。 

本稿の構成は以下のとおりである。第１節では、３つの家計行動の理論モデルについて概観し、

それぞれのモデルの遺産動機および遺産の分配方法に対するインプリケーションを示す。第２節で

は、本稿で用いたデータについて述べ、第３節では、遺産動機の強さに関する様々なデータを示し、

第４節では遺産動機および遺産の分配方法に対する考え方に関するデータを示し、第５節では、遺

産動機の高齢者の貯蓄の取り崩し行動に与える影響について吟味し、第６節では遺産動機の子の同

居、介護、援助行動に与える影響について吟味する。最後に、第７節で結論を述べる。 

本稿の主な結論のみを先に述べると、日本では遺産動機が、絶対的にもまたアメリカに比べても

弱く、遺産の大半は死亡時期の不確実性から来る意図せざる遺産であるか、老後における子の世

話・介護や子からの経済的援助に対する見返りである。また、日本では高齢者のかなりの割合は貯

蓄を取り崩しており、取り崩し率はライフ・サイクル・モデルとほぼ整合的であり、遺産の予定額

は高齢者の貯蓄の取り崩し率を有意に引き下げる。さらに、親の遺産動機・遺産の分配方法は子の

同居・介護・援助行動に影響し、親と同様、子も利己的であるようである。したがって、われわれ

の分析結果は、利己主義を前提とするライフ・サイクル・モデルの適合度が日本で極めて高く、そ

の適合度はアメリカの場合よりも日本の場合のほうがはるかに高いことを示唆する。 

 

 

１ 理論的考察 

 

本節では、各家計行動の理論モデルについて概観し、これらのモデルが遺産動機および遺産の分

配方法について異なったインプリケーションを持つことを示す（詳細については、Horioka (2002)、

ホリオカ (2002) 参照）。 
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家計行動を捉えようとする理論モデルは少なくとも三つある。 

（１）ライフ・サイクル・モデル (life cycle model)。Modigliani and Brumberg (1954) などが提

唱したライフ・サイクル・モデルは人々が利己的であり、子に対する愛情は抱いていないと仮定し

ている。したがって、ライフ・サイクル・モデルが成り立っていれば、人々は遺産をまったく残さ

ないか、死亡時期の不確実性から生じる意図せざる遺産（つまり、予想以上に早く亡くなったとき

に残る遺産）のみを残すか、利己的な遺産動機 （たとえば、老後の面倒をみてもらった見返りと

して遺産を残すBernheim, Shleifer, and Summers (1985) 流の「戦略的遺産動機」または老後の

生活費に対する援助の見返りとして遺産を残す Kotlikoff and Spivak (1981) 流の「家族内の暗黙

的年金契約」）から生じる遺産のみを残すはずである。また、遺産の分配方法についていえば、老

後の面倒をみてくれた子または老後の生活費に対する援助をしてくれた子にすべての財産を残す

はずである。 

（２）利他主義モデル (altruism model)。Barro (1974) および Becker (1974, 1981) が提唱した

利他主義モデルによれば、人々は自分の子に対して（世代間の）利他主義（愛情）を抱いており、

その世代間の利他主義から子に遺産を残す。したがって、利他主義モデルが成り立っていれば、人々

は何の見返りもなくても遺産を残すはずであり、所得獲得能力の少ない子、病弱な子により多く残

すはずである。 

（３）王朝モデル (dynasty model)。王朝モデルによれば、人々は家または家業の存続を望んでお

り、その目的を達成するために遺産を残す。したがって、王朝モデルが成り立っていれば、人々は

遺産を残すはずであり、家または家業を継いでくれた子にすべての財産を残すはずである1。 

したがって、それぞれの家計行動のモデルは、遺産動機および遺産の分配方法について異なった

インプリケーションを持っており、人々の遺産動機および遺産の分配方法についてみることによっ

て、どの家計行動のモデルが成り立っているかがわかる。 

Barro (1974)、Becker (1974, 1981)、Weil (1989) などが指摘しているとおり、各家計行動のモ

デルは相反する政策的インプリケーションを持つ(詳細については、Horioka (2002)、ホリオカ

(2002)参照)。たとえば、ライフ・サイクル・モデルまたは王朝モデルが成り立っていれば、減税

政策は景気刺激策として有効なはずであるのに対し、利他主義モデルが成り立っていれば、減税政

策は全く無効なはずである。また、ライフ・サイクル・モデルが成り立っており、遺産が全く残さ

れなかったり、老後の世話・援助に対する見返りとして残されていれば、資産格差が代々引き継が

れる恐れはそれほどないが、利他主義モデルが成り立っており、遺産が見返りもなく残されている

のであれば、資産格差が代々引き継がれる恐れがある｡したがって、経済学者のみならず、政策担

当者もわれわれの分析に興味を持つべきである。 

 

 

                                                 
1 ちなみに、王朝モデルは Weil (1989) が提唱したモデルの一つの変形である。Weil (1989) のモデルは、

世代間移転を通じて既存の王朝とつながっていない新しい王朝が継続的に出現すると仮定しているが、

王朝モデルでは、家または家業を継がず、遺産をいっさいもらわない子がその役割を果たしている。 
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２ データの出所について 

 

本節では、本稿で用いたデータについて述べる。本稿で用いたのは、総務省（旧郵政省）郵政研

究所が1996 年に実施した「貯蓄に関する日米比較調査」（以下、「日米調査」と略す）と同機関

が 1988 年以来２年に１回実施している「家計における金融資産選択に関する調査」からの個票デ

ータである。前者は、ほぼ同時期にアメリカおよび日本で実施され、両国で全く同じ調査票が用い

られた。しかも、調査項目は多岐にわたり、人々の貯蓄、遺産などに関する行動および意識につい

て調査している。したがって、いくつかの意味で大変ユニークな調査である。両国とも、標本世帯

数は約2,000世帯であり、調査対象は世帯主が 20歳以上の世帯（単身世帯を含む）であった。 

アメリカの調査は National Family Opinion という民間の調査会社に委託され、1996 年２月

９日と３月６日の間に実施された。調査地域は、アラスカとハワイを除く全米 48州およびワシン

トン D.C.の都市であり、2200の標本世帯は、上述の調査会社の National Household Panel と題

する既存のパネルにすでに参加している４万世帯のなかから全人口を代表するサンプルになるよ

う抽出された。調査方法は郵送法であり、催促は１回行なわれた。1508 サンプルが回収され、回

収率は 68.5% であった。 

日本の調査は社団法人日本リサーチ総合研究所に委託され、1996 年１月 31日から２月 16日の

間に実施された。調査地域は、全国の人口 100 万人以上の大都市３都市、人口 50 万人から 60 万

人の中都市５都市、人口 20 万人以下の小都市４都市であり、1800 の標本世帯は、これらの都市

から層化多段無作為抽出法によって抽出された。調査方法は訪問留置、訪問回収法であった。1243 

サンプルが回収され、回収率は 69.1% であった。 

「家計における金融資産選択に関する調査」は、1988年以来、2年に 1 回、総務省（旧郵政省）

郵政研究所が実施しており、本稿では1996 年調査と1998 年調査からのデータを用いた。いずれ

の調査の場合も調査地域は全国、標本抽出法は層化多段無作為抽出法、調査法は留置面接法であっ

た。この調査は、金融資産選択・保有、実物資産の保有、マイホーム取得、借入金の保有、老後の

生活、遺産相続などに関する意識と現状について調査している。遺産動機、遺産の分配方法に対す

る考え方、予定遺産額などについて調査している点でユニークかつ遺産動機の分析に非常に適した

調査である。 

 1996 年調査は 1996 年 11 月 22 日から 12 月 6 日の間（株）日本リサーチセンターに委託され

て実施された。調査対象は世帯主が20歳以上の世帯（単身世帯を含む）、面接対象は世帯主また

はその配偶者であった。標本世帯数は 6,000 世帯（高齢者の加重サンプルを含めば6,500世帯）、

回収世帯数は 3,695 世帯（同3,942世帯）、回収率は61.6%（同60.6%）であった。 

 1998 年調査は1998年 11月 24日から12月7日の間新情報センターに委託されて実施された。

調査対象は世帯主が 20 歳以上 80 歳未満である世帯（単身世帯を含む）、面接対象は世帯主また

はその配偶者であった。標本世帯数は 6,000 世帯、回収世帯数は 3,754 世帯、回収率は 62.6%で

あった。 
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３ 遺産動機の強さに関するデータ 

 

 本節では、遺産動機の強さに関する様々なデータを示す。まず第 3.1 節では、遺産を貰った人の

割合に関するデータ、第 3.2 節では、遺産を残す予定のある人の割合に関するデータ、第 3.3 節で

は、遺産額の家計資産に占める割合に関するデータを示す。 

 

3.1 遺産を受け取ったまたは将来貰えると思っている人の割合に関するデータ 

 

 本節では、遺産を受け取ったまたは将来貰えると思っている人の割合に関するデータを示す。表

１からわかるように、アメリカでは回答者の 28.67% が過去に親から遺産を受け取っており、

28.40% が将来親から遺産を貰えると思っており、48.88% が過去に親から遺産を受け取ったか、

将来親から遺産を貰えると思っているのに対し、これらの割合は、日本ではそれぞれ 22.35% か

ら 25.36%、14.35% から 22.10%、37.63% から 40.18% であり、アメリカよりもかなり低い。

従って、これらのデータから判断する限り、日本では遺産動機はアメリカよりもかなり弱く、過去

に親から遺産を受け取ったまたは将来親から遺産を貰えると思っている人の割合は４割に過ぎな

い。 

 

3.2 遺産を残す予定のある人の割合に関するデータ 

 

 本節では、遺産を残す予定のある人の割合に関するデータを示す。表２からわかるように、アメ

リカでは子のいる回答者の 45.92% が遺産を残す努力をしたいと考えているのに対し、日本では

この割合は 25.72% から 28.18% であり、アメリカの半分強に過ぎない。一方、アメリカでは、

子のいる回答者のわずか 2.94% しか遺産を残す必要がないと考えているのに対し、日本では、こ

の割合は 4.18% から 24.93% にも及ぶ2。従って、これらのデータから判断する限り、日本では、

遺産動機はアメリカよりもはるかに弱い。 

 

3.3 遺産額の家計資産に占める割合に関するデータ 

 

  第3.1節、第3.2節では、過去に遺産を受け取った、将来貰えると思っているまたは残す予定の

ある人の割合に関するデータを吟味したが、過去に遺産を受け取った、将来貰えると思っているま

たは残す予定のある人の割合は遺産の重要度の尺度としては不完全である。なぜならば、遺産を過

去に受け取った、将来貰えると思っているまたは残す予定のある人の割合が高くても、遺産額が小

さければ、遺産が重要であるとは言えず、逆に、遺産を過去に受け取った、将来貰えると思ってい

るまたは残す予定のある人の割合が低くても、遺産額が大きければ、遺産が重要ではないとは言え

ない。そこで、本節では、日本人の遺産の量的重要度について吟味する。まず、第 3.3.1 節では過

                                                 
2 ｢日米調査｣の日本に関する結果と｢家計における金融資産選択に関する調査｣の結果との間の違いの

理由については、Horioka (2002)、ホリオカ(2002)参照。 
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去に受け取った遺産の家計資産に占める割合に関するデータを示し、次いで第 3.3.2 節では残す予

定の遺産の家計資産に占める割合に関するデータを示す。回答者が過去に受け取った遺産、残す予

定の遺産の金額について直接聞いている調査はほとんどないため、先行研究は様々な工夫を凝らし

ている。例えば、Hayashi (1986)、Dekle (1989) と Campbell (1997) はライフ・サイクル資産を

推計し、家計資産からライフ・サイクル資産を差し引くことによって遺産額を推計しており、

Barthold and Ito (1992) は相続税統計から課税対象となっている遺産の額を逆算しており、下野 

(1991) はシミュレーション分析を行っており、Shimono, Otsuki, and Ishikawa (1999) は、50

歳以上の男性が直ちに死亡すると仮定して遺産割合を推計している3。 これらの方法を用いるため

には多くの仮定を置くことが必要であり、遺産額に関する直接的な情報があった方が正確な推計が

できる。幸い、ここで用いた調査では、回答者が過去に受け取った遺産の額についても残す予定の

遺産についても直接聞いている。 

 

3.3.1 過去に受け取った(将来受け取る予定の)遺産の金額と家計資産に占める割合に関す

るデータ 

 まず、過去に受け取った遺産および将来受け取る予定の遺産の金額と正味資産に占める割合に関

するデータを示す。表 3-1 からわかるように、1996 年の「家計における金融資産選択に関する調

査」によると、日本では過去に遺産を受け取った人の平均遺産額は 4234.5 万円、全世帯の平均

遺産額は 912.7 万円、（全世帯の平均正味資産は 3819.5 万円であるため）過去に受け取った遺

産の正味資産に占める割合は 23.89% である。なお、将来、遺産を受け取る予定の人の平均遺産

額は 3211.4 万円、全世帯の平均遺産額は 633.8 万円、将来受け取る予定の遺産額の正味資産に

占める割合は 16.59%である。最後に、過去に受け取った遺産と将来受け取る予定の遺産の合計は

1546.5 万円であり、それの正味資産に占める割合は40.49% である。 

 調査票では受け取った遺産の現在価値を書くよう指示しており、回答者がこの指示に従って回答

していれば問題はないが、誤って遺産を受け取った時の価値を書いていれば、遺産額および遺産割

合が過小に評価されてしまう。 

 

3.3.2 残す予定の遺産の家計資産に占める割合に関するデータ 

 次に、残す予定の遺産の家計資産に占める割合に関するデータを示す。同じ1996 年の「金融資

産選択に関する調査」では、子に残す予定の遺産の金額について聞いているが、回答者は死亡時の

価値を記入していると考えられ、家計資産に占める割合を計算する前に現在価値に変換する必要が

ある。人々が将来の利子率についてどう考えているかはわからないので、5つのケース（すなわち、

利子率が 0%、0.5%、1%、2%、3％ であると仮定したケース）について推計を行った。結果は表

3-2に示されているが、この表からわかるように、利子率に対する仮定が結果を大きく左右させる。

利子率が 0% だと仮定したケースでは、残す予定の遺産額の全世帯平均は 3298.8 万円、正味資

                                                 
3 高山・有田 (1996) はわれわれと同じ「家計における金融資産選択に関する調査」からのデータを用

いて遺産割合を推計しているが、より古い 1992 年調査からのデータを用いている。 



 9

産に占める割合は 86.37% にも上る。ところが、利子率が 2% だと仮定したケースでは、残す予

定の遺産額の全世帯平均は 2187.4 万円、正味資産に占める割合は 44.73% にしかならず、過去

に受け取った遺産の割合と驚くほど整合的である。 

 

3.3.3 遺産割合に関する結論 

 日本では過去に受け取った遺産額が家計資産の２割強を占めているという結果は、先行研究とお

おむね整合的である（文献サーベイについては、Horioka (1990) 参照）。Hayashi (1986) の 9.6%

以上、Campbell (1997) のほぼゼロよりは高く、Dekle (1989) の「遺産動機方式」による 48.7%

以下、下野 (1991) の 71.3%、Shimono, Otsuki, and Ishikawa (1999) の 41.6% から 57.4%よ

りは低いが、Dekle (1989) の「ライフサイクル貯蓄方式」による 3% から 27%、Barthold and Ito 

(1992) の 27.8% から 41.4%以上、高山・有田 (1996) の 32.7%とほぼ同程度である。 

 Kotlikoff and Summers (1981) を除けば、アメリカにおける過去に受け取った遺産の割合を推

計した研究者はその割合が 20%以下であるという結果を得ており、アメリカにおける遺産割合は

日本のそれと同程度であるようである（文献サーベイについては、Horioka (1993) 参照）。つま

り、日本では遺産を過去に受け取った、将来貰えると思っているまたは残す予定のある人の割合は

アメリカよりも低いが、遺産割合はアメリカと同程度である。それは、平均遺産額が日本の場合の

ほうが高いからであると考えられる。 

 ただ、どの家計行動のモデルが現実に最も適合しているかを明らかにするためには、遺産の量的

重要度よりは遺産動機および遺産の分配方法に対する考え方のほうが重要であり、次節ではこれら

に関するデータを示す。 

 

 

４ 遺産動機及び遺産の分配方法に対する考え方 

 

 本節では、人々の遺産動機及び遺産の分配方法に対する考え方に関するデータを示す。 

 

4.1 遺産動機 

  

「日米調査」および「家計における金融資産選択に関する調査」では回答者の遺産動機について

調査している。一つの質問では、遺産についてどういった考え方を持っているかを聞いており、回

答者は以下の６つの考え方から１つだけ選択することになっている：考え方１「遺産はいかなる場

合においても残す予定」、考え方２「遺産は子が面倒を見てくれた場合に限って残す予定」、考え

方３「遺産は子が事業を継いでくれた場合に限って残す予定」、考え方４「遺産を積極的に残すつ

もりはないが、余った場合には残す」、考え方５「その他」、考え方６「遺産は残す必要はない」。

考え方２、４および６はライフ・サイクル・モデルと整合的、考え方１は利他主義モデルと整合的、

考え方３は王朝モデルと整合的であり、考え方５は分類不可能である。したがって、これらの考え

方のうち、どの考え方が最も支配的であるかをみることによって、どの家計行動のモデルがもっと

も支配的であるかがわかる。 
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結果は表 4-1 に示されているが、この表からわかるように、両国においてライフ・サイクル・モ

デルと整合的である意図せざる遺産のみを残すという考え方が支配的であり、アメリカでは回答者

の 51.14% がこの考え方を持っているのに対し、日本では回答者の 47.29% から 70.10% がこの

考え方を持っている。アメリカでは利他的な遺産動機もほとんど同じぐらい重要であり、回答者の

42.60% がこの考え方を持っているのに対し、日本ではこの考え方の重要度はアメリカよりもはる

かに低く、この考え方を持っている回答者の割合は 19.29% から 19.89% に過ぎない。それに対

し、遺産動機を全く持っていない回答者の割合は日本では 4.18% から 24.93% であり4、アメリ

カの場合の値 (2.94%) よりもはるかに高く、同様に、利己的な遺産動機を持っている回答者の割

合は日本では 5.00% から 6.78% であり、アメリカの場合の値 (3.32%) よりも高い。また、王朝

的な遺産動機を持っている回答者の割合は、日本では 1.30% から 1.73% に過ぎないのに対し、

アメリカでは不明である。 

つまり、ライフ・サイクル・モデル、利他主義モデル、王朝モデルと整合的な遺産動機を持って

いる回答者の割合は、日本ではそれぞれ 76.71% から 80.71%、19.29% から 19.89%、1.30% か

ら 1.73% であるのに対し、アメリカではそれぞれ 57.40%、42.60%、不明である。したがって、

ライフ・サイクル・モデルが両国において支配的であるが、その適合度はアメリカの場合よりも日

本の場合のほうがはるかに高く、逆に利他主義モデルの適合度は日本の場合よりもアメリカの場合

のほうがはるかに高いようである5。 

ただし、上述の結果はすべて回答者の割合に関する結果であり、遺産額を一切考慮していない。

そこで、表4-2の右端の列には各遺産動機別のための遺産予定額の遺産予定額の総額に占める割合

が示されている。この表から分かるように、結果は回答者の割合に関する結果とおおむね整合的で

あるが、２つ大きな違いがある｡第１に、ライフ・サイクル・モデルと整合的な考え方６（遺産は

残す必要はない）の場合は遺産予定額がゼロであるため、この考え方のウエイトがゼロになる。第

２に、利他主義モデルと整合的な考え方１（遺産はいかなる場合においても残す予定）、王朝モデ

ルと整合的な考え方３（遺産は子が事業を継いでくれた場合に限って残す予定）の場合の遺産予定

額が最も大きいため、これらの考え方のウエイトが大幅に増える｡その結果、ライフ・サイクル・

モデルと整合的な考え方のウエイトは 60.40％に減少し、利他主義モデル、王朝モデルと整合的な

考え方のウエイトはそれぞれ 35.39％と2.85％に増加する。しかし、それでもライフ・サイクル・

モデルが支配的であるという結論は変わらない。 

 

4.2 遺産の分配方法に対する考え方 

 

「日米調査」および「家計における金融資産選択に関する調査」では、回答者の遺産の分配方法

に対する考え方についても調査しており、回答者は以下の６つの考え方から１つだけ選択すること

になっている。考え方１「均等に分ける」は厳密に言えばどの家計行動のモデルとも整合的ではな

                                                 
4 ｢日米調査｣の日本に関する結果と｢家計における金融資産選択に関する調査｣の結果との間の違いの

理由については、Horioka (2002)、ホリオカ(2002)参照。 
5 同じデータを用いて遺産動機がどのように形成されるかを吟味した例として松浦・滋野 (2001)がある。 
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いが、子の所得獲得能力および消費のニーズがほぼ同じであると仮定すれば、この考え方は利他主

義モデルと整合的である。また、考え方２「所得の低い子に多く、もしくは全部残す」も利他主義

モデルと整合的である6。一方、考え方３「面倒をみてくれた子に多く、もしくは全部残す」はラ

イフ・サイクル・モデルと整合的であり7、考え方４「事業を継いでくれた子に多く、もしくは全

部残す」および考え方５「自分の面倒をみてくれなかったとしても、長男・長女に多く、もしくは

全部残す」は王朝モデルと整合的である（考え方６「その他」はどのモデルと整合的であるかは判

別できない。）したがって、これらの考え方のうち、どの考え方が最も重要であるかを見ることに

よって、両国においてどの家計行動のモデルが成り立っているかに関する新たな証拠が得られる。 

 結果は表５に示されているが、この表から分かるように、どちらかといえば利他主義モデルと整

合的な考え方１は日本においてもアメリカにおいても最も支配的な考え方であるが、日本の場合よ

りもアメリカの場合のほうがはるかに重要である（アメリカではこの考え方を持っている回答者の

割合は 96.28% であるのに対し、日本ではその割合は 48.74% から 56.72% （アメリカの約半

分）に過ぎない）。ただし、利他主義モデルと最も整合的な考え方２はいずれの国においても全く

重要ではなく、その考え方を持っている回答者の割合は、アメリカでは 0.55%、日本では 1.02% 

から 2.36% に過ぎない。一方、ライフ・サイクル・モデルと整合的な考え方３は、アメリカでは

ほとんど重要ではなく、その考え方を持っている回答者の割合は 3.32% に過ぎないが、日本では

かなり重要であり、その考え方を持っている回答者の割合は 29.04% から 33.72% にも及ぶ。同

様に、王朝モデルと整合的な考え方４および考え方５はアメリカでは全く重要ではなく、それらの

考え方を持っている回答者の割合はそれぞれ 0.00% と 0.41% に過ぎないが、日本ではある程度

重要であり、それらの考え方を持っている回答者の割合はそれぞれ 3.84% から 6.91%、4.63% か

ら 7.49% にも及ぶ。 

 したがって、遺産の分配方法に対する考え方に関する結果は遺産動機に関する結果とおおむね整

合的であり、利他主義モデルが日本の場合よりもアメリカの場合のほうがはるかに重要であり、逆

にライフ・サイクル・モデルと王朝モデル（特に前者）はアメリカの場合よりも日本の場合のほう

がはるかに重要であるということを示唆する。 

 

 

５ 遺産動機の高齢者の貯蓄取り崩し行動に与える影響の分析 

 

 本節では、日本における高齢者の貯蓄取り崩し行動について分析し、特に遺産動機の影響に焦点

を当てる。 

 

                                                 
6 ただし、所得の最も低い子が親の面倒を見た場合はこの考え方はライフ・サイクル・モデルとも整合

的である。 
7 ただし、親の面倒を見た子が所得の最も低い子でもあれば、この考え方は利他主義モデルとも整合的

である。 



 12

5.1 データ 

 

 この分析では、以下の貯蓄の概念を用いる。 

 

(1) FINA = 金融資産 

(2) FINNW = 金融正味資産 = FINA - L 

(3) REALA = 実物資産 

(4) W = 富 (正味資産) = FINNW + REALA = FINA + REALA - L 

ただし、L = 負債 

  

 表６に、これらの貯蓄の概念の過去一年間の増減額、取り崩し率などが示されているが、この表

から分かるように、就業状態を問わず、日本の高齢者の実物資産の純購入以外のすべての概念の貯

蓄の平均増減額は負であり、しかも、負債の純増および実物資産の純購入以外の概念の貯蓄を取り

崩している高齢者の割合はかなり高く、常に３分の１を上回っている。 

 例えば、金融資産についてみると、有職世帯、無職世帯、全世帯の平均取り崩し額はそれぞれ

27.99 万円、69.19万円、46.71万円であり、取り崩し率はそれぞれ1.24%、3.22%、2.11%であり、

取り崩している世帯の割合はそれぞれ 36.02%、48.51%、41.69%である。また、金融正味資産に

ついてみると、有職世帯、無職世帯、全世帯の平均取り崩し額はそれぞれ 39.86 万円、94.79万円、

64.81 万円であり、取り崩し率はそれぞれ 1.98%、4.70%、3.21%であり、取り崩している世帯の

割合はそれぞれ 34.16%、50.00%、41.36%である。最後に、貯蓄の最も広い概念である正味資産

についてみると、有職世帯、無職世帯、全世帯の平均取り崩し額はそれぞれ83.19万円、86.92万

円、84.88 万円であり、取り崩し率はそれぞれ 1.17%、1.32%、1.23%であり、取り崩している世

帯の割合はそれぞれ 54.66%、75.37%、64.07%である。いずれの場合も、取り崩し額も、取り崩

し率も、取り崩している世帯の割合も、予想通り、有職世帯の場合よりも無職世帯の場合のほうが

高い｡ 

 これらの分析結果は、日本の高齢者(特に退職後の高齢者)は過去に蓄積した貯蓄を取り崩すこと

によって生活費を賄うと予言するライフ・サイクル・モデルと整合的である。日本の高齢者は実物

資産を取り崩さないという結果は、一般常識と整合的であり、３つの要因によるものであると考え

られる。すなわち、（１）住宅は高価で、切り売りするとその資産価値が著しく低下する財であり、

（２）日本人は死ぬまで自分の家に住み続けたいという願望が強い、（３）日本では実物資産（土

地）が相続税制において優遇されているからだと考えられる。 

 

5.2 推定モデル 

 

5.2.1 基本モデル 

 死亡時期に対する不確実性が存在しなければ、遺産動機を持っていない人は死ぬまでにすべての

資産を使い切ろうとするはずである。したがって、遺産動機を持っていない退職後の高齢者の貯蓄

取り崩し関数は以下のとおりとなるはずである（数学を簡単にするために利子率がゼロであると仮
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定する）。 

 

DS = (1/LE) * W 

 

ただし、DS = 貯蓄の取り崩し額 

W = 資産（正味資産） 

LE = 平均余命 

 

この式を W で割ると以下の式が得られる。 

 

DS/W = (1/LE)  

 

5.2.2 子ダミーを導入した推定モデル 

 次に、人々が遺産動機を持っている場合について考えてみたい。Hurd (1987) を初めとする先

行研究では、遺産動機に関する情報がないため、子ダミーを遺産動機の代理変数として使っている。

そこで、われわれはまず、先行研究に見習って、子ダミーを説明変数に加えてみる。すなわち、 

 

DS = (1/LE) * W * (1 – a * CHILD) 

 

ただし、CHILD = 子ダミー(健在な子がいる場合は 1 の値を取り、いない場合は 0 の値を取る

ダミー変数) 

 

この式を W で割ると以下の式が得られる｡ 

 

DS/W = (1/LE) – a * (1/LE) * CHILD 

 

 LE に関する実際のデータを用い、DS/W を 1/LE と(1/LE)*CHILD に対して回帰する方法と、

DS/Wを定数項と CHILD に対して回帰し、回帰分析によって1/LEの値を推定する方法を両方試

みる。子ダミーが遺産動機の代理変数であれば、a は正となり、子の存在は取り崩し率を引き下

げる方向に働くはずである。 

 

5.2.3 遺産動機ダミーを導入した推定モデル 

 上述のとおり、本稿で用いた調査では、遺産動機についても調査しており、子ダミーを遺産動機

の代理変数として用いる必要はない。次に、子ダミーの代わりに遺産動機に関するダミー変数を導

入することを試みる。すなわち、 

 

DS = (1/LE) * W * (1 –Σ b(i) * BEQ(i)) 
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ただし、BEQ(i) = i個目の遺産動機ダミー（i個目の遺産動機が当てはまる場合は 1の値を取り、

当てはまらない場合は 0の値を取るダミー変数）  

 

この式を W で割ると以下の式が得られる。 

 

DS/W = (1/LE) – (1/LE)*Σ b(i) * BEQ(i) 

 

まず、BEQ(i)の具体的な変数として表４に挙げられている６つの遺産動機のうち、最初の５つ

に該当する遺産動機ダミーを導入し、６つ目の遺産動機（遺産動機なし）を基準とした。しかし、

自由度が不充分であるため、良好な結果は得られなかった｡したがって、最終的には以下の２つの

ダミーを導入し、遺産動機なしを基準とした。 

 

INTBEQ = 意図的遺産動機ダミー（遺産をいかなる場合においても残す予定、遺産は子が面倒を

見てくれた場合に限って残す予定、遺産は子が事業を継いでくれた場合に限って残す予定、および

それ以外の遺産動機を持っている場合は１の値を取り、それ以外の場合は 0 の値を取るダミー変

数） 

 

ACCBEQ = 意図せざる遺産動機ダミー(遺産を積極的に残すつもりはないが、余ったら残す予定

の場合は 1 の値を取り、それ以外の場合は 0 の 値を取るダミー変数) 

 

(基準は遺産動機なしの回答者) 

 

 DS/W を 1/LE、(1/LE)*INTBEQ、(1/LE)*ACCBEQ に対して回帰する方法と、DS/W を定数

項、INTBEQ、ACCBEQ に対して回帰し、回帰分析によって l/LE の値を推定する方法を両方

試みる。INTBEQの場合の b(i) はいずれも正であり、遺産動機の存在が取り崩し率を引き下げる

方向に働くはずである。 

 

5.2.4 予定遺産額を導入した推定モデル 

 遺産動機を持っているか否かのみを考慮するよりは予定遺産額を考慮したほうがはるかに望ま

しく、次に予定遺産額を考慮したモデルを推定する。死亡時期に対する不確実性が存在しなければ、

B円の遺産の残す予定の人は、死ぬまでにWではなく、WとBの差額のみを取り崩しはずである。

したがって、その人の貯蓄取り崩し関数は以下のとおりとなるはずである。 

 

DS = (1/LE) * (W-B) 

 

この式を W で割ると以下の式が得られる。 

 

DS/W = (1/LE) – (1/LE)*B/W 
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DS/W を 1/LE と (1/LE)*B/W に対して回帰する方法と、DS/W を定数項と B/W に対して回

帰し、回帰分析によって l/LE の値を推定する方法を両方試みる。DS/W を 1/LE と (1/LE)*B/W 

に対して回帰すれば、1/LE の係数は 1 に等しくなり、(1/LE)*B/W の係数は –1 に等しくなる

はずであり、DS/W を定数項と B/W に対して回帰すれば、定数項は 1/LE に等しくなり、B/W の

係数は –1/LE に等しくなるはずである。つまり、遺産動機ありの人の取り崩し率は遺産動機なし

の人のそれよりも(1/LE) * B/W だけ低いはずであり、予定遺産額が大きければ大きいほど、取り

崩し率が低くなるはずである。 

 

5.2.5 遺産動機ダミーおよび予定遺産額を同時に導入した推定モデル 

 最後に、遺産動機によって取り崩し率または予定遺産額の取り崩し率に与える影響が異なる可能

性があるため、遺産動機ダミーと予定遺産額を同時に導入したモデルを推定してみた。 

すなわち、 

 

DS = (1/LE) * (W – B)* (1 – ∑c(i) * BEQ(i)) 

 

この式をＷで割ると以下の式が得られる｡ 

 

DS/W = (1/LE) - (1/LE) * ∑(c(i) * BEQ(i)) – (1/LE) * (B/W) * ∑(d(i) * BEQ(i))  

 

（基準の遺産動機なしの回答者） 

 

遺産動機なしの回答者の場合は、予定遺産額は必然的にゼロであるため、(1/LE) * (B/W) の項

は不必要である｡ 

 

遺産動機ダミーのみを導入した推定モデルの場合と同様、２個の遺産動機ダミー（INTBEQ お

よび ACCBEQ）を用いた｡ 

 

DS/W を  1/LE、 (1/LE)*INTBEQ、 (1/LE)*ACCBEQ、 (1/LE)*(B/W)*INTBEQ、 (1/LE)* 

(B/W)*ACCBEQ に対して回帰する方法と、DS/W を定数項、 INTBEQ、 ACCBEQ、

(B/W)*INTBEQ、(B/W)*ACCBEQ に対して回帰し、回帰分析によって 1/LE を推定する方法を

試みる。 

 

5.3 被説明変数 

 

われわれは被説明変数として正味資産の取り崩し率のみならず、金融資産の取り崩し率

(DSFA/FA)をも試みた。なぜならば、表６から分かるように、日本人は実物資産をほとんど取り

崩しておらず、主に金融資産を取り崩しているようであるからである。金融正味資産の取り崩し率
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も試みたが、紙面の制約のため、結果を割愛する｡ 

 

5.4 サンプル 

 

高齢者の全サンプルのみならず、無職の高齢者のサンプルをも用いる。ライフ・サイクル仮説に

よると、貯蓄を取り崩すのは退職後の高齢者であり、無職のサンプルの場合の結果が最も良好であ

るはずであるからである。 

 

5.5 変数の定義・加工 

 

幸い、上述の回帰分析を行うために必要なすべてのデータは調査されているかまたは計算可能で

ある。 DS、DSFA、W、FA、CHILD、遺産動機および B に関するデータは直接得られている

データから計算でき、LE は世帯主の現在の年齢と（世帯主が既婚である場合は）世帯主の配偶者

の年齢から計算できる。具体的には、LE を世帯主の平均余命と世帯主の配偶者の平均余命のうち、

より長いほうに設定した。すなわち、 

 

LE = max (LEHEAD, LESPOUSE) 

 

ただし、LEHEAD = 世帯主の平均余命 

LESPOUSE = 世帯主の配偶者の平均余命 

 

5.6 推定結果 

 

5.6.1 子ダミーを導入した推定モデル 

 推定結果は表7-1 に示されているが、この表から分かるように、全世帯の場合と無職世帯と正味

資産を用いた場合は、どの係数も有意ではないが、無職世帯と金融資産を用いた場合は、すべての

係数が有意であり、符号条件を満たしており、規模もほぼ妥当である。子の影響についてみると、

子のいる高齢者の貯蓄の取り崩し率は子のいない高齢者のそれよりも有意に低い。これは、子のい

る高齢者は遺産を子に残すため、子のいない高齢者よりも緩やかに貯蓄を取り崩しているからであ

ると考えられる。しかし、子なしの高齢者の取り崩し率に関する係数（1/LE の係数および定数項）

の規模は理論値の +1 と 0.0500 (無職サンプルにおける 1/LE の平均値）よりもはるかに高い。

しかも、４つのケースのうち、３つのケースにおいて子ダミーは有意ではなく、子ダミーは遺産動

機の代理変数として適切ではないという可能性がある。 

 

5.6.2 遺産動機ダミーを導入した推定モデル 

 推定結果は表7-2 に示されているが、この表からわかるように、無職世帯と正味資産を用いたケ

ースを除けば、意図せざる遺産動機に関する変数以外の係数はいずれも有意であり、符号条件を満

たしており、規模もほぼ妥当である｡意図的遺産動機の影響についてみると、意図的遺産動機を持
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っている人々のほうが遺産動機を全く持っていない人々よりも取り崩し率が有意に低く、むしろ資

産を積み増している。遺産を積極的に残すつもりはないが、余ったら残すと考えている人が遺産を

残す予定のない人よりも取り崩し率が低くなくてもおかしくはなく、意図せざる遺産動機に関する

変数の係数が有意ではないことは予想通りである｡ 

 

5.6.3 予定遺産額を導入した推定モデル 

 推定結果は表7-3 に示されているが、この表から分かるように、サンプルによって結果がかなり

異なる。いずれのサンプルの場合も予定遺産額に関する変数の係数は常に有意に負であり、予想通

り、予定遺産額が大きければ大きいほど、取り崩し率が減少する｡しかし、全世帯の場合は、結果

は若干弱く、ほとんどの係数の規模が小さすぎ、1/LE の係数および定数項は有意ではなく、

(1/LE)*B/W および B/W の係数は10%水準でしか有意ではない｡一方、無職世帯の場合は結果は

極めて良好であり、すべての係数が有意で符号条件を満たしている。しかも、係数の規模もほぼ妥

当である｡例えば、DS/W を 1/LE と (1/LE)*B/W に対して回帰したモデルでは、1/LE の係数は

理論値の +1 から有意に乖離しておらず、(1/LE)*B/W の係数は理論値の –1 から有意に乖離し

ていない。また、DS/W を定数項と B/W に対して回帰したモデルでは、定数項も B/W の係数

の絶対値も無職サンプルの 1/LE の平均値 (0.0500) からは有意に乖離していない。 

 

5.6.4 遺産動機ダミーおよび予定遺産額を同時に導入した推定モデル 

 推定結果は表7-4 に示されているが、この表から分かるように、意図せざる遺産動機に関する変

数の係数はいずれも有意ではないが、(B/W) と INTBEQ との間の交差項はほとんどの場合有意

に負であり、これらの結果は、意図的遺産動機の場合にのみ予定遺産額が取り崩し率を引き下げる

方向に働くということを示唆する。 

 

5.7 推定結果の頑健性の検証 

 

 様々な特定化を試みることによって推定結果の頑健性を検証した｡まず、貯蓄の取り崩し率が世

帯主・配偶者の健康状態の関数であると仮定したモデルも推定したが、推定結果はほとんど変わら

ず、健康状態の影響は有意ではなかった｡ 

 また、片方の配偶者がなくなった後は生活費が少なくなると仮定したモデルも推定したが、結果

はほとんど変わらなかった｡ 

 

5.8 結論 

 

 高齢者（特に退職後の高齢者）が実物資産以外の資産をライフ・サイクル・モデルが予言してい

るとおり取り崩しており、取り崩し率はライフ・サイクル・モデルとほぼ整合的であり、予定遺産

額は貯蓄の取り崩し率を有意に引き下げる方向に働く。 
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６ 遺産動機・遺産の分配方法に対する考え方の子の行動に与える影響 

 

 今までは、遺産を残す側（親）の意識と行動に焦点を当てたが、この節では遺産をもらう側（子）

の行動に焦点を当てる。子が利他的であれば、子が親から遺産を受け取る見込みがあるか否か、親

の老後の面倒を見ることが親から遺産を受け取ることの条件になっているか否かは子が親の老後

の面倒を見るか否かの意思決定にいっさい影響を及ばさないはずであるのに対し、子が利己的であ

れば、親から遺産を受け取る見込みのない子よりも親から遺産を受け取る見込みのある子（とくに

親の老後の面倒を見ることが遺産を受け取る条件になっている子）のほうが親の老後の面倒を見る

傾向が強いはずである。したがって、親の遺産動機の有無または性質が、子が親の面倒を見るか否

かの意思決定に影響を及ぼすか否かについてみることによって、子が利他的であるか、利己的であ

るかが分かる。 

 「家計における金融資産選択に関する調査」は回答者が現在、独立した子と同居しているか否か、

将来、独立した子と同居する予定であるか否か、現在、子に介護してもらっているか否か、将来、

介護してもらう予定があるか否か、現在、子から経済的援助をもらっているか否か、将来、子から

経済的援助をもらう予定があるか否かについて調査しているため、これらをどの程度子が親の面倒

を見ているかの尺度として用いた。（同居したほうが経済的援助、世話、介護などが受けやすいた

め、同居はどの程度子が親の面倒を見ているかの代理変数として有効であると考えられる。） 

 まず、表８には、遺産動機別の現在又は将来の親子の同居率が示されているが、この表から分か

るように、遺産は子が面倒を見てくれた場合に限って残す予定の回答者の場合の同居率が２番目に

高い。 

 次に、表９には、遺産分配に対する考え方別の現在及び将来の親子の同居率が示されているが、

この表から分かるように、面倒を見てくれた子に多く、もしくは全部残すと考えている回答者の場

合の同居率が最も高い。 

 次に、表１０及び表１１には、遺産動機別（表１０）及び遺産の分配方法に対する考え方別（表

１１）の現在及び将来の介護率が示されているが、これらの表から分かるように、遺産は子が面倒

を見てくれた場合に限って残す予定の回答者、面倒を見てくれた子に多く、もしくは全部残すと考

えている回答者の場合の介護率が予想どおり最も高く、遺産は残す必要はないと考えている回答者

の場合の介護率が最も低い。 

 最後に、表１２及び表１３には、遺産動機別（表１２）及び遺産の分配方法に対する考え方別（表

１３）の現在及び将来の援助率が示されているが、これらの表から分かるように、遺産は子が面倒

を見てくれた場合に限って残す予定の回答者、面倒を見てくれた子に多く、もしくは全部残すと考

えている回答者の場合の介護率が２番目に高い。 

 

 

７ まとめ 

 

 本稿では、総務省郵政研究所が実施しているアンケート調査からの個票データを用いて、日本（ア

メリカ）における遺産動機の重要度、性質および親子の行動に与える影響について吟味した。本稿
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の主な結論を要約すると、日本では遺産動機は絶対的にもアメリカに比べても弱く、遺産の大半は

死亡時期の不確実性から来る意図せざる遺産であるか、老後における子の世話・介護や子からの経

済的援助に対する見返りである。また、日本では高齢者のかなりの割合は貯蓄を取り崩しており、

取り崩し率はライフ・サイクル・モデルとほぼ整合的であり、遺産の予定額は高齢者の貯蓄の取り

崩し率を有意に引き下げる。さらに、親の遺産動機・遺産の分配方法は子の同居・介護・援助行動

に影響し、親と同様、子も利己的であるようである。したがって、われわれの分析結果は、ライフ・

サイクル・モデルの適合度が日本で極めて高く、その適合度がアメリカの場合よりも日本の場合の

ほうがはるかに高いことを示唆する。 

 幸い、われわれの分析結果は両国における先行研究の結果とほぼ整合的である。Ohtake (1991)、

大竹・ホリオカ (1994)、Hayashi (1995) などは、日本では、ライフ・サイクル・モデルが該当し、

利他主義モデルが該当しないといった結果を得ているが、この結果はわれわれの結果と完全に整合

的である。 

 最後に、政策的インプリケーションについて考えてみたい。（１）減税政策：政府が景気刺激策

として減税を実施し、財源として赤字国債を発行したとしよう。政府はいずれは増税によってその

赤字国債を償還しなければならないが、人々が利他的であれば、例えその増税が彼らが亡くなっ

た後に実施されたとしても子孫のことを気に掛けてその分だけ遺産を増やす。従って、人々は

減税による可処分所得の増加分を全額貯蓄し、減税政策は景気刺激策として全く無効である。

一方、人々が利己的であれば、子孫が負担しなければならない増税は気にしないため、減税に

よる可処分所得の増加分のかなりの割合を消費に回す。従って、日本のようにライフ・サイク

ル・モデルが成り立っている国では、減税政策は景気刺激策として有効であるはずである。

（２）資産格差：日本ではライフ・サイクル・モデルが成り立っており、人々は遺産を残さな 

いか、死亡時期の不確実性から来る意図せざる遺産のみを残すか、老後の世話・介護・援助に

対する見返りとして遺産を残す。従って、親から子へのネットの世代間移転はそれほど多くな

く、資産格差が代々引き継がれる心配はそれほどないはずである。 
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アメリカ 日本 1996年 1998年
過去に親から遺産を受け取っ
た回答者の割合 28.67 22.35 24.16 25.36
将来遺親から遺産が貰えると
思っている回答者の割合 28.40 22.10 15.98 14.35
過去に遺産を受け取ったか、将
来親から遺産を貰えると思って
いる回答者の割合 48.88 40.18 40.14 37.63
標本数 1,479 1,217 2,646 3,367

アメリカ 日本 1996年 1998年
遺産を残す予定 45.92 25.72 28.18 26.19
遺産を積極的に残すつもりはな
いが、あまった場合には残す 51.14 70.10 50.64 47.29
その他 1.89 1.58
遺産は残す必要はない 2.94 4.18 19.29 24.93
合計 100.00 100.00 100.00 100.00
標本数 1,054 933 3,126 3,157

（1996年） するアンケート調査（日本）

備考：分母は子のいる回答者。

表２：遺産を残す予定のある回答者の割合

貯蓄に関する日米比較調査 家計における金融資産選択に関

表１：遺産を受け取った回答者、遺産を貰えると思っている回答者の割合

貯蓄に関する日米比較調査 家計における金融資産選択に関
（1996年） するアンケート調査（日本）



遺産額(万円） 遺産額の正味資産に占める割合
遺産を受け取った回答者の受け取った遺産
の平均値 4,234.47

遺産を受け取った回答者の割合 21.55
全回答者の受け取った遺産の平均値 912.67 23.89
遺産を受け取る予定の回答者の受け取る予
定の遺産の平均値 3,211.39

遺産を受け取る予定の回答者の割合 19.74
全回答者の受け取る予定の遺産の平均値 633.83 16.59
全回答者の受け取った遺産と受け取る予定
の遺産の合計額 1,546.49 40.49

正味資産（期首） 3,819.50

表3-1: 受け取った遺産、受け取る予定の遺産の額



0% 0.5% 1% 2% 3%
(1) 遺産を残す予定の回答者の平均遺産予定額(万円) 4223.95 3560.61 3014.38 2187.37 1612.21
(2) (1)の正味資産に占める割合 110.59 93.22 78.92 57.27 42.21
(3) 遺産を残す予定の回答者の割合 78.10 78.10 78.10 78.10 78.10
(4) 全回答者の平均遺産予定額(万円) 3298.81 2780.76 2354.16 1708.29 1259.10
(5) (4)の正味資産に占める割合 86.37 72.80 61.64 44.73 32.97
(6) 正味資産 3819.50 3819.50 3819.50 3819.50 3819.50

利子率

表3-2: 遺産予定額



アメリカ 日本 1996年 1998年
1. いかなる場合でも 42.60 19.29 19.67 19.89
2. 面倒を見てくれた場合 3.32 6.43 6.78 5.00
3. 事業を継いでくれた場合 na na 1.73 1.30
4. 意図せざる遺産のみ 51.14 70.10 50.64 47.29
5. その他 na na 1.89 1.58
6. 遺産動機なし 2.94 4.18 19.29 24.93
合計 100.00 100.00 100.00 100.00
標本数 1054 933 3126 3157

アメリカ 日本 1996年 1998年
1. 均等に 96.28 48.74 50.93 56.72
2. 所得の低い子に多く 0.55 2.36 1.08 1.02
3. 面倒を見てくれた子に多く 2.48 32.38 33.72 29.04
4. 事業を継いでくれた子に多く 0.00 6.91 5.52 3.84
5. 長男・長女に多く 0.41 7.59 5.77 4.63
6. その他 0.28 2.02 2.98 4.75
合計 100.00 100.00 100.00 100.00
標本数 725 593 2046 1770

表4-1：遺産動機

貯蓄に関する日米比較調査 家計における金融資産選択に関
（1996年） するアンケート調査（日本）遺産動機

（1996年） するアンケート調査（日本）

備考：分母は子が二人以上いる回答者。

備考：分母は子のいる回答者。

表5：遺産の分配方法に対する考え方

貯蓄に関する日米比較調査 家計における金融資産選択に関
遺産の分配方法に対する考え方



遺産動機 遺産予定額
(万円)

回答者の
割合

遺産予定額
(万円)

遺産予定額の総額に
占める割合

1. いかなる場合でも 6670.30 17.10 1140.82 35.39
2. 面倒を見てくれた場合 3147.25 6.63 208.72 6.47
3. 事業を継いでくれた場合 7516.67 1.22 91.83 2.85
4. 意図せざる遺産のみ 3399.59 51.13 1738.36 53.92
5. その他 2200.00 2.01 44.15 1.37
6. 遺産動機なし 0.00 21.90 0.00 0.00
ライフ・サイクル関係 79.67 60.40
合計 99.99 3223.88 100.00
備考：分母は子のいる回答者。

表4-2：遺産動機



フロー 負の割合 ストック 取り崩し率 フロー 負の割合 残高 取り崩し率 フロー 負の割合 残高 取り崩し率
CHFINA -27.99 36.02 2,260.84 -1.24 -69.19 48.51 2,149.68 -3.22 -46.71 41.69 2,210.35 -2.11
CHL 11.87 8.70 245.39 4.84 25.60 4.48 132.22 19.36 18.11 6.78 193.98 9.33
CHFINNW -39.86 34.16 2,015.45 -1.98 -94.79 50.00 2,017.46 -4.70 -64.81 41.36 2,016.37 -3.21
CHREALA1 31.99 1.24 5,106.92 0.63 80.46 0.00 4,577.80 1.76 54.01 0.68 4,866.58 1.11
DEPN 75.32 90.68 5,106.92 1.47 72.59 86.57 4,577.80 1.59 74.08 88.81 4,866.58 1.52
CHREALA2 -43.33 88.20 5,106.92 -0.85 7.88 84.33 4,577.80 0.17 -20.07 86.44 4,866.58 -0.41
CHA -71.32 55.90 7,367.76 -0.97 -61.32 76.87 6,727.48 -0.91 -66.78 65.42 7,076.92 -0.94
CHNW -83.19 54.66 7,122.38 -1.17 -86.91 75.37 6,595.27 -1.32 -84.88 64.07 6,882.94 -1.23
標本数 161 134 295

表6: 高齢者世帯の貯蓄行動 (1996)

有職世帯 無職世帯 全世帯貯蓄の概念

備考：単位は万円。CHL および DEPN の場合は正の割合を示す。

CHFINA = 金融資産の増減額
CHL = 負債の増減額
CHFINNW = 金融正味資産の増減額

CHNW = 正味資産の増減額

CHREALA1 = 実物資産の純購入
DEPN = 実物資産に対する減価償却
CHREALA2 = 実物資産の増減額
CHA = 総資産の増減額



1/LE 1.1064 0.2728 3.2963 ** 2.2243
1.8884 1.9340 1.5148 1.8144

(1/LE)*CHILD -0.9262 0.1257 -2.7831 * -2.2858
1.9273 1.9738 1.5616 1.8704

F-値 0.2810 0.1450 3.2830 ** 0.7990

R-squared 0.0019 0.0010 0.0474 0.0120
Adjusted R-squared -0.0049 -0.0058 0.0330 -0.0030

標本数 295 295 134 134

定数項 0.0622 0.0191 0.1690 ** 0.1112
0.0853 0.0873 0.0696 0.0836

CHILD -0.0593 0.0009 -0.1431 ** -0.1183
0.0872 0.0893 0.0723 0.0869

F-値 0.4620 0.0000 3.9140 ** 1.8540

R-squared 0.0016 0.0000 0.0288 0.0139
Adjusted R-squared -0.0018 -0.0034 0.0214 0.0064

標本数 295 295 134 134

FA = 金融資産残高

* 10% 水準で有意。
** 5% 水準で有意。
*** 1% 水準で有意。

表7-1：高齢者の貯蓄取り崩し行動に関する回帰分析の推定結果（子ダミーを含む)
全世帯 無職世帯

DSFA/FA DS/W DSFA/FA DS/W

W = 正味資産残高
LE = 余命
CHILD = 子ダミー

１段目の値は係数であり、２段目の値は標準誤差である｡

DSFA = 金融資産の取り崩し額
DS = 正味資産の取り崩し額



1/LE 1.7556 ** 1.7060 * 2.2713 *** 0.7537
0.8548 0.8809 0.7846 0.9579

(1/LE)*INTBEQ -2.6122 ** -1.8944 * -2.8361 *** -1.3644
1.0342 1.0657 0.9976 1.2180

(1/LE)*ACCBEQ -1.1631 -1.3405 -1.3908 -0.4730
1.0410 1.0727 0.9557 1.1668

F-値 2.4590 * 1.4020 3.9410 *** 0.4850

R-squared 0.0246 0.0142 0.0828 0.0110
Adjusted R-squared 0.0146 0.0041 0.0618 -0.0117

標本数 295 295 134 134

定数項 0.0871 ** 0.0845 ** 0.1070 *** 0.0337
0.0403 0.0415 0.0375 0.0455

INTBEQ -0.1352 *** -0.0912 * -0.1289 ** -0.0708
0.0488 0.0503 0.0499 0.0606

ACCBEQ -0.0651 -0.0684 -0.0672 -0.0209
0.0492 0.0507 0.0475 0.0577

F-値 4.1230 ** 1.6580 3.3460 ** 0.7660

R-squared 0.0275 0.0112 0.0486 0.0116
Adjusted R-squared 0.0208 0.0045 0.0341 -0.0035

標本数 295 295 134 134

FA = 金融資産残高

* 10% 水準で有意｡
** 5%水準で有意｡
*** １%水準で有意｡

ACCBEQ = 意図せざる遺産動機のダミー変数

DSFA = 金融資産の貯蓄取り崩し額
DS = 正味資産の貯蓄取り崩し額

表7-2：高齢者の貯蓄取り崩しに関する回帰分析の推定結果（遺産動機ダミーを含む)
全世帯 無職世帯

DSFA/FA DS/W DSFA/FA DS/W

W = 正味資産残高
LE = 余命
INTBEQ = 意図する遺産動機に関するダミー変数

１段目の値は係数であり、２段目の値は標準誤差である。



DSFA/FA DS/W

1/LE 0.4591 0.6529 1.3137 *** 0.8983 *
0.4027 0.4120 0.4344 0.5145

(1/LE)*B/W -0.4057 * -0.4352 * -0.9769 *** -1.2666 ***
0.2420 0.2476 0.3671 0.4348

F-値 1.5730 2.0680 5.2850 *** 4.2580 **

R-squared 0.0106 0.0139 0.0741 0.0606
Adjusted R-squared 0.0039 0.0072 0.0601 0.0464

標本数 295 295 134 134

定数項 0.0136 0.0295 0.0722 *** 0.0543 **
0.0186 0.0190 0.0223 0.0261

B/W -0.0148 -0.0174 * -0.0557 *** -0.0822 ***
0.0094 0.0096 0.0190 0.0222

F-値 2.4910 3.3210 * 8.6480 *** 13.7310 ***

R-squared 0.0084 0.0112 0.0615 0.0942
Adjusted R-squared 0.0050 0.0078 0.0544 0.0874

標本数 295 295 134 134

FA = 金融資産残高

* 10% 水準で有意。
** 5% 水準で有意。
*** 1% 水準で有意。

表7-3：高齢者の貯蓄取り崩し行動に関する回帰分析の推定結果（遺産予定額を含む)
全世帯 無職世帯

DSFA/FA DS/W

LE = 余命
B = 遺産予定額

１段目の値は係数であり、２段目の値は標準誤差である。

DSFA = 金融資産の取り崩し額
DS = 正味資産の取り崩し額

W = 正味資産残高



1/LE 1.7556 ** 1.7060 * 2.2713 *** 0.7537
0.8552 0.8775 0.7741 0.8145

(1/LE)*INTBEQ -2.3771 ** -1.5025 -1.6001 2.9114 **
1.0538 1.0813 1.1369 1.1964

(1/LE)*ACCBEQ -0.8829 -1.7105 -1.0353 -0.9120
1.1399 1.1696 1.0177 1.0709

(1/LE)*(B/W)*INTBEQ -0.3115 -0.5194 * -1.4654 ** -5.0696 ***
0.2650 0.2719 0.6747 0.7100

(1/LE)*(B/W)*ACCBEQ -0.3895 0.5144 -0.4358 0.5380
0.6442 0.6610 0.4694 0.4940

F-値 1.8240 1.6990 3.5450 *** 10.8370 ***

R-squared 0.0305 0.0285 0.1208 0.2958
Adjusted R-squared 0.0138 0.0117 0.0867 0.2685

標本数 295 295 134 134

定数項 0.0871 ** 0.0845 ** 0.1070 *** 0.0337
0.0403 0.0414 0.0370 0.0391

INTBEQ -0.1275 *** -0.0786 -0.0658 0.1374 **
0.0492 0.0506 0.0569 0.0602

ACCBEQ -0.0493 -0.0873 -0.0473 -0.0446
0.0551 0.0567 0.0517 0.0547

(B/W)*INTBEQ -0.0112 -0.0183 * -0.0661 ** -0.2180 ***
0.0097 0.0100 0.0299 0.0316

(B/W)*ACCBEQ -0.0237 0.0284 -0.0255 0.0305
0.0374 0.0385 0.0281 0.0297

F-値 2.4930 ** 1.8150 3.1490 ** 12.6800 ***

R-squared 0.0332 0.0244 0.0889 0.2822
Adjusted R-squared 0.0199 0.0110 0.0607 0.2600

標本数 295 295 134 134

FA = 金融資産残高

* 10% 水準で有意。
** 5% 水準で有意。
*** 1% 水準で有意。

表7-4：高齢者の貯蓄取り崩し行動に関する回帰分析の推定結果（遺産動機ダミー、遺産額を含む）
全世帯 無職世帯

DSFA/FA DS/W DSFA/FA DS/W

１段目の値は係数であり、２段目の値は標準誤差である。

DSFA = 金融資産の取り崩し額
DS = 正味資産の取り崩し額

W = 正味資産残高
LE = 余命
B = 遺産予定額
INTBEQ = 意図する遺産動機ダミー
ACCBEQ = 意図せざる遺産動機ダミー



遺産動機 独立した子供との同居率 標本数
いかなる場合でも 45.69 615
面倒を見てくれた場合 54.72 212
事業を継いでくれた場合 59.26 54
意図せざる遺産のみ 39.86 1583
その他 40.68 59
遺産動機なし 36.82 603
無回答 36.00 75
合計 41.64 3201

遺産動機 将来子供と同居する確率 標本数
いかなる場合でも 36.94 268
面倒を見てくれた場合 34.56 136
事業を継いでくれた場合 30.30 33
意図せざる遺産のみ 26.51 596
その他 21.43 28
遺産動機なし 18.55 275
無回答 33.33 27
合計 27.88 1363

表8：遺産動機別同居率（1996年）



遺産の分配方法に対する考え方 独立した子との同居率 標本数
均等に 36.76 1042
面倒を見てくれた子に多く 51.45 690
事業を継いでくれた子に多く 63.72 113
所得の低い子に多く 50.00 22
長男・長女に多く 52.54 118
その他 44.26 61
無回答 46.67 60
合計 44.54 2106

遺産の分配方法に対する考え方 将来子と同居する確率 標本数
均等に 24.56 395
面倒を見てくれた子に多く 35.42 384
事業を継いでくれた子に多く 27.69 65
所得の低い子に多く 18.18 11
長男・長女に多く 34.78 69
その他 39.47 38
無回答 19.05 21
合計 30.11 983

表9：遺産の分配方法に対する考え方別の同居率（1996年）



遺産動機 子に介護してもらう予定
のある回答者の割合 標本数

いかなる場合でも 25.51 486
面倒を見てくれた場合 28.33 180
事業を継いでくれた場合 18.60 43
意図せざる遺産のみ 16.04 1253
その他 13.16 38
遺産動機なし 12.94 425
無回答 28.95 38
合計 18.47 2463

遺産の分配方法に対する考え方 子に介護してもらう予定
のある回答者の割合 標本数

均等に 15.87 819
面倒を見てくれた子に多く 25.00 580
事業を継いでくれた子に多く 24.18 91
所得の低い子に多く 20.00 15
長男・長女に多く 21.15 104
その他 21.28 47
無回答 9.52 42
合計 19.79 1698

表10：遺産動機別介護率（1996年）

表11：遺産の分配方法に対する考え方別の介護率1996年）



遺産動機 子に援助してもらっている
回答者の割合 標本数

いかなる場合でも 10.04 269
面倒を見てくれた場合 13.75 80
事業を継いでくれた場合 9.09 22
意図せざる遺産のみ 9.80 490
その他 26.67 15
遺産動機なし 11.41 263
無回答 10.91 55
合計 10.72 1,194

遺産動機 子に援助してもらう予定の
ある回答者の割合 標本数

いかなる場合でも 10.13 454
面倒を見てくれた場合 18.63 102
事業を継いでくれた場合 21.43 28
意図せざる遺産のみ 6.03 1,161
その他 13.51 37
遺産動機なし 8.45 592
無回答 13.16 76
合計 8.41 2,450

表12a: 遺産動機別援助率（現在）(1998年）

表12b: 遺産動機別援助率(将来）(1998年）



遺産の分配方法に対する考え方 子に援助してもらっている
回答者の割合 標本数

均等に 8.36 311
面倒を見てくれた子に多く 13.53 207
事業を継いでくれた子に多く 7.50 40
所得の低い子に多く 0.00 12
長男・長女に多く 11.90 42
その他 15.38 26
無回答 11.85 211
合計 10.72 849

遺産の分配方法に対する考え方 子に援助してもらう予定の
ある回答者の割合 標本数

均等に 6.67 809
面倒を見てくれた子に多く 11.38 369
事業を継いでくれた子に多く 7.84 51
所得の低い子に多く 9.09 11
長男・長女に多く 14.81 54
その他 9.68 62
無回答 8.76 491
合計 8.55 1,847

表１3a: 遺産の分配方法に対する考え方別の援助率（現在）(1998年）

表１3b: 遺産の分配方法に対する考え方別の援助率（将来）(1998年）


